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様式第１（第１条関係） 

 

事業継続力強化支援計画に係る認定申請書 

 

令和 5年 12月 26日 

 

奈良県知事 

山下 真 殿 

 

                          奈良県生駒郡安堵町東安堵 1352番地の 1 

                            安堵町商工会 会長 御宮知 康裕 

 

奈良県生駒郡安堵町大字東安堵 958番地 

                            安 堵 町 長  西本 安博    

 

 

 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第１項の規定に基づき、別紙の

計画について認定を受けたいので申請します。 

 

 

 

（備考） 

１ 申請者名は、事業継続力強化支援計画を共同して作成する全ての商工会又は商工会議所及び関係市

町村の住所、名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定を受けようとする計画に係る情報の提供及び助言を行う商工会及び商工会議所による小

規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指導員の氏名：  沖 昇     
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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１）地域の災害リスク 

（洪水：安堵町防災ハザードマップ、安堵町地域防災計画） 

当町の海抜高度は 50m余り、山はなくほぼ平坦である。町の南境界付近を大和川が西流し、西南端

の御幸橋付近で北方向から富雄川が、東北方向から岡崎川が合流している。合流点付近は奈良盆地の

最低地部を占めており、大和川と富雄川の河床が岡崎側より高かったため岡崎川の水は滞留しやすく

豪雨時などには洪水が頻発した。近年の排水改善事業や大和側の改修工事により洪水による被害は減

少しているが、大和川下流部における河床たかが依然として高いため、岡崎川の排水不良による氾濫

の可能性は無くなっていない。当町の防災ハザードマップによると 0.5ｍ～5.0ｍの浸水が予想され

ている。特に南部地域は 3ｍ～5ｍの浸水が想定されている。 

 

（土砂災害：安堵町防災ハザードマップ、安堵町地域防災計画） 

 当町には山地がなく、北部の台地と南部の低地との高低差は小さい。南部の低地は大部分が氾濫平

野である。氾濫平野には一般的に地盤が軟弱で地震動が大きくなる可能性が大きい。また地盤の液状

化が生じる可能性もある。この他、谷底平野や自然堤防、緩傾斜扇状地などでも地盤の液状化が発生

する可能性がある。 

 

（地震災害：安堵町防災ハザードマップ、安堵町地域防災計画） 

当町周辺の生駒断層帯、大和川断層帯ではこれらの活断層を震源として地震が発生した場合、当

町域における地震の震度は 6強以上が想定されており、多大な被害が予想されるため、これらの断

層の活動に厳重な注意を払う必要がある。また、安堵町から 150km以上と遠い南海トラフ系の海洋

型地震も、しばしば震度 5弱以上の揺れを引き起こしている。 

 

（その他：安堵町防災ハザードマップ、安堵町地域防災計画） 

  西安堵・東安堵から岡崎、北窪田の各集落にかけての線より北の区域が、概ね台地部（下位砂礫

台地）となっている。台地部は低地部より一段高く、河川用水を得ることが困難であるため、町の

北端付近では灌漑用のため池が見られる。町域の南部一帯は低地部となっている。大部分は低湿な

氾濫平野であるが、西安堵から笠目の集落の間は少し高燥な緩傾斜扇状地であり、大和川、富雄川

沿いにも周辺の氾濫平野より少し高燥な自然堤防が見られる。当町のため池ハザードマップによる

と地震や大雨によってため池が決壊した場合、0.2ｍ～5.0ｍの浸水が想定されている。 

  その他、当町には現在、危険物貯蔵・取扱施設や液化石油ガス特定供給設備が、40 件立地して

いる。危険物施設の中には地盤条件の悪い区域に立地しているものも多い。 

 

（町内で、過去に被害を及ぼした災害） 

・平成２年９月の台風１９号及び集中豪雨 

・平成１０年９月の台風 7号及び豪雨 

・平成２３年８月の大雨による豪雨 

等が代表され、特に近年増加している台風やゲリラ豪雨による被害が目立っている。 

 

（感染症） 

  新型インフルエンザは１０年～４０年の周期で出現し、世界的に大きな流行を繰り返している。

また、新型コロナウイルス感染症のように国民の大部分が免疫を獲得しておらず、全国的かつ急速

な蔓延により、町民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある。 
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（２）安堵町の事業者の状況（H28経済センサス－活動調査） 

 

・全事業者数 １７５者（商工業者も含む） 

 

【内訳】 

  事業者数 備考（事業所の立地状況等） 

 

業種 

建設業 １７ 町内に広く分布 

製造業 ３４ 町内に広く分布 

情報通信業 ２ 町内に広く分布 

運輸業・郵便業 １４ 町内に広く分布 

卸売業・小売業 ２９ 町内に広く分布 

金融業・保険業 ２ 町内に広く分布 

不動産業・物品賃貸業 １０ 町内に広く分布 

学術研究・ 

専門、技術サービス業 
５ 町内に広く分布 

宿泊業・ 

飲食サービス業 
３ 町内に広く分布 

生活関連サービス業・ 

娯楽業 
９ 町内に広く分布 

教育・学習支援業 ３ 町内に広く分布 

医療・福祉 １８ 町内に広く分布 

複合サービス事業 ２ 町内に広く分布 

サービス業（他に分類され

ないもの） 
２７ 町内に広く分布 

 

（３）これまでの取組 

 ①当町の取組 

  ・役場及び文化観光館における避難訓練 

  ・地域での地区別防災訓練 

・被災地への職員派遣 

・災害備蓄品購入事業 

・自主防災組織支援事業 

・防災士育成事業 

・防災フェスタの開催 

 

②当会の取組 

  ・事業者ＢＣＰに関する国の施策の周知 

  ・奈良県火災共済協同組合や、損保会社と連携した損害保険への加入促進 

・防火管理者の設置 

・会館の防火点検の実施と、消防用設備の点検 

・会員事業所に対し、事業継続力強化計画の策定及び認定支援 

 

Ⅱ 課題 

現状では、緊急時の取組について明確な行動計画が無く、協力体制の重要性についての具体的な

体制やマニュアルが整備されていない。加えて、平時・緊急時の対応を推進するノウハウをもった

人員が十分にいない。 

近年は、自然災害等が多発しており、行政をはじめ、当会と事業者間における地域ネットワーク 
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による協力体制の構築が課題といえる。 

  更には、緊急時に備えた共済・保険に対する助言を行える当会職員のスキルアップも必要である。 

また、感染症対策において、地区内小規模事業者に対して予防接種の推奨や手洗いの徹底、感染

拡大時に備えてマスクや消毒液等の衛生品の備蓄及びテレワーク環境の整備の推進、リスクファイ

ナンス対策として保険加入の必要性を周知する必要がある。 

 

Ⅲ 目標 

 ・地区内小規模事業者に対し災害リスクを認識させ、事前対策の必要性を周知する。 

 ・発災時における連絡体制を円滑に行うため、当会と当町との間における被害情報報告ルートを構 

築する。 

 ・発災後は、速やかな復興支援策が行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平 

時から構築する 

・被災後は、早期に事業を立て直すことができるように、各種の共済や損害保険への加入を推進す

る。 

・感染症の発生時には、（なお感染症には発生のタイミングはありません）「国内感染者発生期」「事

業所内感染者発生期」等段階を細分化し、速やかに拡大防止措置を行えるよう、組織内における

体制、関係機関との連携体制を平時から構築する。 

 

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに奈良県へ報告する。 

 

事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

・当会と当町の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

 ＜１．事前の対策＞ 

  災害等が発生した場合、管内小規模事業者の工場や事業所においては、大規模な被害発生が予想

される。したがって、これらの被害の防止と軽減を図るため、小規模事業者の代表者や責任者はあら

かじめ消防・防災計画を立てることが重要である。 

 

 ①小規模事業者に対する災害リスクの周知 

  ・巡回経営指導時に、ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリスク及

びその影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水災補償等の損害保険・共済加

入等）について説明する。 

  ・会報や町広報、ホームページ、メールマガジン等において、国の施策の紹介や、リスク対策の

必要性、損害保険の概要、事業者ＢＣＰに積極的に取り組む小規模事業者の紹介等を行う。 

  ・小規模事業者に対し、事業者ＢＣＰ（即時に取組可能な簡易的なもの含む）の策定による実効

性のある取組の推進や、効果的な訓練等について指導及び助言を行う。 

  ・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや行政の施策

の紹介、損害保険の紹介等を実施する。 

・新型ウイルス感染症は、いつ・どこで発生するかを予測するのは困難であり感染の状況も日々

変化するため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、デマに惑わされることなく、冷静

に対応することを周知する。 

・新型ウイルス感染症に関しては業種別ガイドラインに基づき、感染拡大防止策等について事業
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者への周知を行うとともに、今後の感染症対策に繋がる支援を実施する。 

・事業者へ、マスクや消毒液等の一定量の備蓄、オフィス内換気設備の設置、ITやテレワーク環

境を整備するための情報や支援策等を提供する。 

 

 ②商工会自身の事業継続計画の作成 

・本計画策定を機に、令和６年度内に、当会自身のＢＣＰ計画策定を目指す。 

 

 ③関係団体等との連携 

  ・奈良県商工会連合会との連携を強化し、奈良県火災共済協同組合や、損保会社に専門家の派遣

を依頼し、町内事業者を対象とした普及啓発セミナーや共済・損害保険の紹介等を実施する。 

  ・感染症に関しては、収束時期が予測しづらいこともあり、リスクファイナンス対策として各種

保険（生命保険や傷害保険、感染症特約付き休業補償など）の紹介等を実施する。 

・関係機関への普及啓発ポスター掲示・チラシの設置依頼、セミナー等の共催。 

 

 ④フォローアップ 

・小規模事業者の事業者ＢＣＰの策定等支援および取組状況の確認 

   ・（仮称）安堵町事業継続力強化支援協議会（構成員：当会、当町）を開催し、状況確認や改善点

等について協議する。 

 

 ⑤当該計画に係る訓練の実施 

・自然災害（マグニチュード８．０の地震）が発生したと仮定し、当町との連絡ルートの確認等

を行う（訓練は必要に応じて実施する）。 

 

 ＜２．発災後の対策＞ 

  ・自然災害等による発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。そのうえで、下

記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

 ①応急対策の実施可否の確認 

  ・発災後は、速やかに職員の安否報告を行う。同時に職員の家族の安否確認や、住所周辺の道路

状況や建物倒壊状況を確認し、関係機関に状況を報告する。 

  ・電話連絡サービスの喪失も想定されるので、ＳＮＳ等を利用した安否確認や業務従事の可否、

大まかな被害状況を確認する。 

  ・国内感染者発生後には、職員の体調確認を行うとともに、事業所の消毒、職員の手洗い・うが

い等の徹底を行う。 

  ・感染症流行や、新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条に基づき、政府による「緊急事

態宣言」が出た場合は斑鳩町における感染症対策本部設置に基づき当会による感染症対策を行

う。 

・これらで取得した情報を当会と当町で共有する。 

 

 ②応急対策の方針決定  

  ・当会と当町との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

 

（豪雨における場合） 職員自身の目視で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤をせず、職員自 

身がまず安全を確保し、安全が確認できれば出勤する。 

（地震における場合） 建物の倒壊や、道路の損壊、堤防の決壊など命の危険がある場合は、まず職 

員自身の安全を確保し、安全が確認できれば出勤する。 

 

  ・職員全員が被災する等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。 
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  ・大まかな被害状況を確認し、３日以内に情報共有する。 

  

（被害規模の目安は以下を想定） 

大規模な被害がある ・地区内１０％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」等、比

較的軽微な被害が発生している。 

・地区内１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等、大 

な被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしくは、交通網が遮

断されており、確認ができない。 

被害がある ・地区内１％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」等、比較

的軽微な被害が発生している。 

・地区内 0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等、大

きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 

※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える 

 

・本計画により、当会と当町は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～１週間 １日に３回共有する 

～２週目 １日に２回共有する 

３週目～４週目 １日に１回共有する 

１ヶ月以降 ２日に１回共有する 

・オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを踏まえ、必要な情報の把握と

発信を行うとともに、交代勤務等の変則労働を導入することも視野に入れ体制維持に向けた対策

を実施する。 

 

＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞ 下図は連絡ルートの一例 

  ・自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行

うことができる仕組みを構築する。 

・当会と当町が共有した情報を、奈良県の指定する方法にて当会又は当町より奈良県へ報告する。 

・感染症流行の場合、国や都道府県等からの情報や方針に基づき、当会と当町が共有した情報を

奈良県の指定する方法にて当会又は当町より奈良県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

  ・相談窓口の開設方法について、安堵町と協議する（当会は、国・県の依頼を受けた場合は、特別

奈 良 県 

安 堵 町 

近畿経済産業局 

奈良県商工会連合会 

安 堵 町 商 工 会 
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相談窓口を設置する）。 

  ・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

  ・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

  ・応急時に有効な被災事業者施策（国や都道府県、町等の施策）について、地区内小規模事業者等

へ周知する。 

  ・感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とした支援

策や相談窓口の開設等を行う。 

 

 ＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

  ・奈良県や安堵町の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を

行う。 

  ・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣等を

奈良県商工会連合会等に相談する。 

 

※その他 

  ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに奈良県へ報告する。 
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和５年１１月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／安堵町の事業継 

続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と安堵町の共同体制／経営指導員の

関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

  経営指導員 沖 昇 （連絡先は後述（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

  ※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

   

・本計画の具体的な取組の企画や実行 

  ・本計画に基づく進歩確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

  安堵町商工会 

  〒６３９－１０６１ 奈良県生駒郡安堵町東安堵 1352番地の 1 

  ＴＥＬ：０７４３－５７－１５２４ / ＦＡＸ：０７４３‐５７－１５４１ 

 

安堵町商工会 

会長 

 

安堵町商工会 

安堵町 

総務部危機管理室 

事業部事業課 

奈良県商工会連合会 

奈良県火災共済協同組合 

損保会社 

法定経営指導員 

地域小規模事業者 



９ 

 

  Ｅ－ｍａｉｌ：andsoko1@apricot.ocn.ne.jp 

 

②関係市町村 

 安堵町役場 総務部危機管理室 事業部事業課  

 〒６３９－１０６１ 奈良県生駒郡安堵町東安堵９５８番地 

 ＴＥＬ：０７４３－５７－１５１１ / ＦＡＸ：０７４３－５７－１５２６ 

 

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに奈良県へ報告する。 

 

 

 

  



１０ 

 

（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                        （単位 円） 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

必要な資金の額 170,000 120,000 170,000 120,000 170,000 

 

・専門家派遣費 

・ｾﾐﾅｰ開催費 

・広報費 

70,000 

50,000 

50,000 

70,000 

0 

50,000 

70,000 

50,000 

50,000 

70,000 

0 

50,000 

70,000 

50,000 

50,000 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費収入、事業収入、各種補助金・助成金 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 


